
 

 

様式４ 

 

変更理由書 

（発注担当課：水道施設課） 

１ 工 事 名 ： 配補令5-2（大谷本郷）配水補助管布設工事 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

３ 工  種 ： 管 

（建設業法上の29分類） 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年１０月３１日から 

令和 ６年 ２月２２日まで 

 ――――――――― から 

 ――――――――― まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
5,574,800 円 5,679,300 円 

工 事 概 要 

 

補助管縦断工〈タイプ２〉 

舗装道 HIVPΦ50 DP1.0ｍ 

          ７５．９ｍ 

 

給水管横断工〈タイプ１〉 

HIVPΦ25 管側 筐宅地   ４箇所 

 

給水管横断工〈タイプ６〉 

HIVPΦ25 道路内接続    ６箇所 

 

コンクリート取壊し復旧工 

0.5ｍ×t0.1ｍ     ０．３ｍ 

 

 

 

補助管縦断工〈タイプ２〉 

舗装道 HIVPΦ50 DP1.0ｍ 

          ７４．１ｍ 

 

給水管横断工〈タイプ１〉 

HIVPΦ25 管側 筐宅地   ７箇所 

 

給水管横断工〈タイプ６〉 

HIVPΦ25 道路内接続    ３箇所 

 

コンクリート取壊し復旧工 

0.5ｍ×t0.1ｍ     ０．６ｍ 

 

 

 

５ 変更理由 

 

 

分水を行う既設配水管の埋設位置について、試掘を実施したところ、当初想定していた位置との相違が

確認できたことから、現況にあわせて配水補助管の延長を変更する。 

⑨宅において、当初設計では「宅地内乙止水栓筐設置」の計画であったが、現地を確認したところ既設

の止水栓が確認できたことから「道路内接続」へ変更する。 

①②④⑤宅において、当初設計では「道路内接続」の計画であったが、既設の乙止水栓が機能しなかっ

たことから「宅地内乙止水栓筐設置」へ変更する。 

以上、３点を変更する。 


